
入学時特別増額貸与奨学金「国の教育ローン借入申込書 お客さま控え 」のコピーが提出できない場合

事情書 １

記入日

独立行政法人日本学生支援機構理事長 殿

日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）の「国の教育ローン」を申し込み、次の理由により「国の教

育ローン借入申込書（お客さま控え）」のコピーを提出することができません。

採用候補者本人
氏
名 印

「国の教育ローン」

申込者

氏
名 印

以下１～３のうち、該当する理由に○をつけてください。（３の場合は、必要事項の記入と添付書類の提出が必要です。）

１
インターネットから「国の教育ローン」を申し込んだため、「国の教育ローン借入申込書（お

客さま控え）」のコピーを提出することができません。

※１ 次の①・②のいずれかを提出できる場合、この「事情書（１）」（本紙）の提出は不要です。

①「国の教育ローンお申込内容確認書」を印刷したもの

②「国の教育ローン」の申込受付完了を通知した公庫発信の電子メールを印刷したもの

※２ ※１の書類が提出できない場合は、「事情書（１）」（本紙）と「融資できない旨を記載した公庫発行の通知文」

のコピー（圧着はがきの場合は、申込者氏名が印字されている宛名面のコピーも含む）を提出してください。

２
「国の教育ローン借入申込書（お客さま控え）」を紛失したため提出ができません。

※「融資できない旨を記載した公庫発行の通知文」のコピーは提出が必要です。

３
次の理由により申込みを受け付けてもらえなかったため、「国の教育ローン借入申込書（お客

さま控え）」のコピーを提出することができません。（３の場合は「事情書（２）」の提出は不要です。）

金融機関名 支店名

申込先金融機関

申込みを受け付

けられなかった

理由

金融機関窓口で口頭にて理由を伝えられた。

〔理由： 〕

※記入した理由を証明する添付書類が必要です。

例：生活保護受給証明書、年金振込通知書等

※次の理由の場合は、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」の申込要件を満たさない

ため、入学時特別増額貸与奨学金の貸与を受けることができません。

・ 年間収入（所得）金額が、公庫の定める金額を超えている場合

・ 公庫への借入申込金額が上限額の３５０万円を超えている場合

・ 公庫の定める融資対象校への進学でない場合

・ 使途が教育資金でない場合

・ 保護者等による申込みでない場合

印

印
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【入学時特別増額貸与奨学金申込者用】

日本政策金融公庫の「国の教育ローン」を利用できなかったことについて（申告）

平成 年 月 日

独立行政法人日本学生支援機構理事長 殿

平成 年度入学時特別増額貸与奨学金の申込みにあたり、日本政策金融公庫（以下「公庫」という。）

の「国の教育ローン」を下記のとおり申し込みましたが、融資を受けることができなかったことを申

告します。

１．申告者（採用候補者本人）

登録番号 ―
１００

１０７
―

フリガナ 姓 名 印

氏名
姓 名

生年月日 昭和 ・ 平成 年 月 日

進学先

学校名

学部・

研究科

学科・

専攻

２．「国の教育ローン」の申込みについて

申込者

保護者等
氏名 印

採用候補者本人から

見た関係（続柄）

申込年月日 平成 年 月 日

申込先

金融機関

公庫

銀行

金庫等

支店

（注１） 本申告には次の書類の添付が必要です。

①日本政策金融公庫の「国の教育ローン借入申込書（お客さま控え）」のコピー

②融資できない旨を記載した日本政策金融公庫発行の通知文のコピー

※圧着はがきの場合は、申込者氏名が印字されている宛名面のコピーも併せて提出してください。

（注２） 記入箇所はそれぞれ該当する方が記入してください。

（注３） 入学時特別増額貸与奨学金を辞退する場合のみ、本申告と添付書類（注１）は提出不要です。

その場合は、進学後インターネットによる進学届の提出時に必ず辞退する旨の入力をしてください。

○ 入学時特別増額貸与奨学金を利用するためだけの理由（「国の教育ローン」を利用する意思がない）で公庫の「国

の教育ローン」を申し込んだ場合は、公庫において申込みを受付けてもらえませんので、ご注意ください。

○ 入学時特別増額貸与奨学金の申込みや手続きは、公庫ではなく、在学学校にお問合せください。

○ 「国の教育ローン」の申込み手続きを途中で取り下げた時又は申込みをしなかった時は、入学時特別増額貸与

奨学金は利用できません。

学校番号

入学後は「採用候補者決定通知」と共に

進学先の学校へ提出する必要があります。

［学校 進学先 記入欄］

（様式 ）

  年  月  日


